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 （３）スマートシティ戦略部現行 改正後 改正のポイント
（新設） スマートシティ戦略部
スマートシティ戦略総務課 地域戦略・特区推進課 デジタル行政推進課 ICT基盤課 ○スマートシティ戦略の実現に

向けた事業・施策推進の司令塔として、「スマートシティ戦略部」を設置。
※スマートシティ戦略部の設置については、令和元年９月議会で「大阪府組織条例改正案」を可決済み。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大
へ
の
対
応
と
感

染
防
止
の
た
め
、不
急
の
業
務
を
延
期
・
縮
小
し
、保
健

所
や
健
康
医
療
部
、府
立
病
院
、大
阪
健
康
安
全
基
盤

研
究
所
へ
の
支
援
を
抜
本
的
に
強
化
し
、職
員
と
府
民

の
い
の
ち
と
健
康
を
守
る
た
め
に
全
力
を
あ
げ
よ
う

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
が
全
世

界
で
拡
大
し
、
感
染
者
は
１
２
０
万
人
、

死
者
６
万
人
を
超
え
て
い
ま
す
。
国
内
の

感
染
者
も
４
０
９
２
人
（
死
者
97
人
）
と

な
り
、
都
市
部
を
中
心
に
感
染
が
急
増

し
、
大
阪
で
は
４
２
８
人
（
死
者
４
人
）

と
な
っ
て
い
ま
す
（
４
月
７
日
０
時
現

在
）。

　

吉
村
知
事
は
、
５
月
６
日
ま
で
の
府
立

学
校
の
休
校
延
長
を
決
め
、
夜
の
接
客
を

伴
う
飲
食
店
利
用
の
自
粛
を
求
め
ま
し

た
。
ま
た
、「
大
阪
府
入
院
フ
ォ
ロ
ー
ア

ッ
プ
セ
ン
タ
ー
」
を
立
ち
上
げ
、
府
内
の

入
院
可
能
な
病
院
・
空
き
病
床
を
把
握

し
、
広
域
的
に
入
院
調
整
を
行
う
な
ど
、

医
療
崩
壊
を
起
こ
さ
な
い
よ
う
大
阪
府
独

自
の
取
り
組
み
も
行
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
う
し
た
な
か
、
保
健
所
や
健
康
医
療

部
を
は
じ
め
、
独
立
行
政
法
人
化
し
た
府

立
病
院
、
大
阪
健
康
安
全
基
盤
研
究
所
で

は
、
検
体
の
引
き
取
り
や
搬
送
、
濃
厚
接

触
者
の
特
定
や
聞
き
取
り
、
陽
性
患
者
の

入
院
等
の
手
続
き
や
行
動
の
聞
き
取
り
、

府
民
や
医
療
機
関
等
の
問
い
合
わ
せ
へ
の

対
応
、
感
染
患
者
の
看
護
・
ケ
ア
、
Ｐ
Ｃ

Ｒ
検
査
な
ど
の
業
務
に
連
日
連
夜
、
職
員

が
身
を
削
り
対
応
に
追
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
一
方
で
、
大
阪
府
は
、
業
務
軽
減

の
た
め
、
検
体
搬
送
の
民
間
委
託
や
電
話

対
応
業
務
の
民
間
委
託
を
進
め
て
い
ま

す
。
業
務
軽
減
の
た
め
の
緊
急
的
な
措
置

で
あ
る
こ
と
は
理
解
で
き
ま
す
が
、
職
員

か
ら
は
「
結
局
電
話
は
保
健
所
に
ま
わ
っ

て
く
る
」「
地
域
で
起
き
て
い
る
問
題
が

把
握
で
き
な
く
な
る
」「
重
大
な
プ
ラ
イ

バ
シ
ー
を
扱
う
業
務
の
民
間
委
託
は
不

安
」「
実
状
を
伝
え
る
こ
と
が
で
き
な

い
」
と
い
う
不
安
の
声
も
あ
が
っ
て
い
ま

す
。

　

厚
生
労
働
省
ク
ラ
ス
タ
ー
対
策
班
も
保

健
所
や
地
方
衛
生
研
究
所
の
人
員
の
早
急

な
拡
充
を
求
め
て
い
ま
す
。

　

府
職
労
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の

爆
発
的
な
感
染
者
の
増
加
を
抑
制
し
、
府

民
の
い
の
ち
と
健
康
を
守
る
た
め
、
い
ま

こ
そ
、
府
庁
一
丸
と
な
っ
て
、
府
立
病
院

機
構
、
大
阪
健
康
安
全
基
盤
研
究
所
と
の

連
携
を
強
め
、
全
力
で
取
り
組
む
こ
と
を

求
め
ま
す
。

１�

．
大
阪
府
と
し
て
、
府
民
と
職
員
の
い

の
ち
と
健
康
を
守
り
、
爆
発
的
な
感
染

者
の
急
増
（
オ
ー
バ
ー
シ
ュ
ー
ト
）
に

対
応
す
る
た
め
、
独
立
行
政
法
人
化
し

た
府
立
病
院
機
構
や
大
阪
健
康
安
全
基

盤
研
究
所
と
の
連
携
を
強
め
、
緊
急
に

必
要
な
対
策
を
取
る
こ
と
。

２�

．
迅
速
な
Ｐ
Ｃ
Ｒ
検
査
を
行
う
た
め
、

新
規
感
染
者
の
診
断
の
た
め
の
Ｐ
Ｃ
Ｒ

検
査
は
、
結
果
が
早
く
出
る
大
阪
健
康

安
全
基
盤
研
究
所
で
行
い
、
退
院
に
必

要
な
陰
性
確
認
の
た
め
の
Ｐ
Ｃ
Ｒ
検
査

を
民
間
検
査
会
社
に
委
託
す
る
な
ど
、

限
り
あ
る
Ｐ
Ｃ
Ｒ
検
査
を
有
効
に
活
用

す
る
こ
と
。

　

�　
ま
た
、
流
通
量
が
低
下
し
、
入
手
し

づ
ら
く
な
っ
て
い
る
Ｐ
Ｃ
Ｒ
検
査
用
試

薬
・
消
耗
品
が
枯
渇
し
、
Ｐ
Ｃ
Ｒ
検
査

に
支
障
を
き
た
す
こ
と
の
な
い
よ
う
に

対
策
を
行
う
こ
と
。　

職
員
の
安
全
確
保
を

最
優
先
に

３�

．
府
立
病
院
、
大
阪
健
康
安
全
基
盤
研

究
所
に
お
け
る
マ
ス
ク
、
手
袋
、
デ
ィ

ス
ポ
ー
ザ
ブ
ル
（
使
い
捨
て
）
の
ガ
ウ

ン
、
防
護
服
等
の
不
足
が
深
刻
な
状
態

に
な
っ
て
い
ま
す
。
欠
乏
す
る
個
人
防

御
具
の
確
保
に
全
力
を
あ
げ
、
最
前
線

で
対
応
に
あ
た
る
医
師
、
看
護
師
、
保

健
師
、
研
究
員
等
の
安
全
確
保
に
全
力

を
尽
く
す
こ
と
。

　

�　
ま
た
、
保
健
所
や
府
立
病
院
等
で
の

感
染
を
防
止
す
る
た
め
、
感
染
者
や
濃

厚
接
触
者
を
隔
離
し
て
対
応
で
き
る
よ

う
環
境
整
備
す
る
こ
と
。

４�

．
府
立
の
入
所
施
設
等
で
感
染
者
が
発

生
し
た
場
合
は
、
職
員
と
入
所
者
・
利

用
者
の
安
全
確
保
に
万
全
を
期
す
こ

と
。

５�

．
感
染
者
ま
た
は
感
染
の
お
そ
れ
の
あ

る
人
に
接
触
す
る
業
務
に
従
事
す
る
職

員
に
対
し
、
国
の
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
に
よ
り
生
じ
た
事
態
に
対

処
す
る
た
め
の
防
疫
等
作
業
手
当
の
特

例
」
に
準
じ
た
手
当
を
支
給
す
る
こ

と
。
府
立
病
院
と
大
阪
健
康
安
全
基
盤

研
究
所
に
お
い
て
も
同
様
の
措
置
が
取

れ
る
よ
う
府
と
し
て
指
導
す
る
こ
と
。

　
�　

ま
た
、
職
員
が
業
務
に
よ
っ
て
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
感
染
し
た
場
合
の

補
償
内
容
を
明
ら
か
に
し
、
補
償
を
徹

底
す
る
こ
と
。

６�

．
保
健
所
で
は
感
染
症
チ
ー
ム
の
保
健

師
に
業
務
が
集
中
し
、
休
憩
も
取
れ
な

い
ま
ま
長
時
間
労
働
が
続
き
、
職
員
は

疲
弊
し
き
っ
て
い
ま
す
。
同
様
に
府
立

病
院
で
も
看
護
師
が
不
足
し
、
夜
勤
回

数
が
増
加
す
る
等
の
実
態
が
あ
り
、
大

阪
健
康
安
全
基
盤
研
究
所
で
は
ウ
イ
ル

ス
課
職
員
が
Ｐ
Ｃ
Ｒ
検
査
に
追
わ
れ
て

い
ま
す
。　

　

�　
こ
う
し
た
状
況
は
、
職
員
の
健
康
を

損
な
う
だ
け
で
な
く
、
感
染
予
防
、
円

滑
な
業
務
遂
行
に
も
大
き
な
支
障
を
き

た
し
ま
す
。

　

①�

特
定
の
職
員
に
の
み
業
務
が
集
中
す

る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
、
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
を
徹
底
す
る
と
と
も
に
、
応
援

体
制
の
強
化
や
緊
急
の
人
員
配
置

（
臨
時
的
任
用
等
）
を
行
い
、
勤
務

間
イ
ン
タ
ー
バ
ル
と
休
憩
時
間
、
週

休
日
を
確
保
す
る
体
制
を
直
ち
に
つ

く
る
こ
と
。

　

②�

府
立
病
院
と
大
阪
健
康
安
全
基
盤
研

究
所
に
お
い
て
も
同
様
の
措
置
が
取

れ
る
よ
う
府
と
し
て
指
導
す
る
こ

と
。

　

③�

職
員
を
派
遣
し
て
い
る
中
核
市
の
保

健
所
に
お
い
て
も
右
記
の
対
応
が
で

き
る
よ
う
関
係
機
関
に
働
き
か
け
る

こ
と
。

不
急
な
業
務
を
見
直
し
、

応
援
体
制
の
強
化
を

７�
．
業
務
を
見
直
し
、
不
急
（
延
期
や
縮

小
が
可
能
）
な
業
務
に
つ
い
て
は
、
延

期
・
縮
小
し
、
保
健
所
、
健
康
医
療
部

へ
の
職
員
に
よ
る
応
援
体
制
を
強
化
す

る
こ
と
。
セ
ン
シ
テ
ィ
ブ
な
対
応
が
求

め
ら
れ
る
業
務
（
電
話
問
い
合
わ
せ
対

応
、
検
体
の
搬
送
）
の
民
間
委
託
は
中

止
し
、
職
員
の
応
援
体
制
の
強
化
で
対

応
す
る
こ
と
。　

　

○�

特
定
医
療
費
（
指
定
難
病
）
受
給
者

現場レポート
新型コロナウイルス

現場
最前線も 緊 急 事 態

　保健所では、新型コロナウイルス感染の疑いのある
方の検体の採取、陽性と診断された方の搬送の付き添
い、行動や接触した人の名前や連絡先の聞き取り、濃
厚接触の疑いのある方への連絡、連日連夜のウイルス
検査などの緊急対応に追われています。
　午前中だけでも100本以上の電話がかかり、保健所
の電話はパンク状態が続いています。電話対応が民間
コールセンターに委託されましたが、保健所に直接か
かってくる電話も多く、コールセンターの電話も保健
所にまわってきます。24時間対応しているので、夜中
であっても携帯電話に転送されるという日々が続き、

夜遅くまで残業して家に帰っても休めない状況が続い
ています。
　感染症チームの保健師からは「３時間でいいから寝
させてほしい」「いつも23時近くまで残っている」「深
夜３時に電話対応することも」「土日のどちらかは当
番があたるけど代休も取れない」「先週の土曜日は終
電に間に合わなかった」「ひどいときは平均12分に１
回仕事のLINEが入ってくる」「子育て中の職員がすご
く申し訳なさそうにしているのを見るのがつらい」と
いう状態が続いています。

（府職労保健所支部）

　大阪府の要請によって、新型コロナウイルス感染患
者の受け入れを拡大しています。その一方でマスクや
ガウン（防護服）などが底をつき、患者のケアにあた
る看護師は、日々感染の恐怖を感じながら仕事をして
います。
　マスクも「１日１枚」から「１週間に２枚」と言わ
れるようになり、ガウン（防護服）がないため、新型
コロナウイルス感染患者の病室へ行く回数まで制限さ
れる状況になっています。
　未知のウイルスの対応は本当に怖く、自分自身がク
ラスターになるのではないかという恐怖が常につきま
といます。
　患者は当然ながら面会は禁止。入院の際、ある程度
の荷物は持参されていますが、必要なものも出てきま
す。当初は買い物希望を毎日聞いて、担当看護師が院
内のコンビニエンスストアで購入していました。「ほ

しいものをなぜすぐ対応できないのか」という声もあ
り、看護師だけでは対応できず、事務職の方にも買い
物をしてもらっていましたが、事務職の業務もあり、
負担は大きくなってきました。現在は必要最小限のも
ののみ受け付けて、それ以外は患者個人でネットで購
入していただき、病院に届いた荷物を看護師が受け取
り、渡しています。もちろん、家族からの荷物の郵送
の受け取りもしています。患者からは不満の声も出て
います。「お水くらい買ってきてもらえないのです
か？」と。熱湯も提供していないので、カップ麺があ
っても食べることはできません。患者にとっては、普
段の生活が大きく奪われています。
　府民のいのちと健康を守る最前線で医師、看護師を
はじめ、病院スタッフは必死に頑張っています。
 （府職労府立病院機構労働組合）

　大阪府からの依頼を受け、ウイルス課では新規患者
の診断と入院患者の陰性確認のための新型コロナウイ
ルスのPCR検査を実施しています。検体の受付や結
果の返送も含め、全員で対応しています。検査業務は
研究員が交替制で土日も含め毎日６〜８人程度で行っ
ています。
　しかし、感染の拡大に伴い、検体数が激増していま
す。そのため検査業務が増え、土日出勤の代休も取り
にくくなっています。
　大阪府からは、今後ますます増えると予想される検
査に対応できるよう、一日２サイクルの検査実施を要
求されています。この検査体制の構築には、研究所の

全所的な応援はもとより、大阪府の協力も必要不可欠
です。すでにマスクや手袋、ガウンといった消耗品が
不足しつつあり、加えて検査試薬の入手も難しくなっ
てきているためです。
　また、現在最も恐れていることは、前述の検査試薬
の枯渇の他、自身や家族、同僚の感染により検査がス
トップしてしまうことです。職員自身が感染しないよ
うに最大限注意しています。しかし、通勤や生活物資
の買い出し等での感染の危険性を常に感じており、不
安で仕方ありません。

（大阪健康安全基盤研究所職員労働組合）

保健所 夜遅くまで残業・家でも休めない

府立病院 感染の恐怖を感じながらも患者のために

大阪健康安全
基盤研究所 試薬の不足や職員感染で検査ストップの不安も

　

緊
急
事
態
宣
言
を
受
け
、
大

阪
府
は
４
月
８
日
に
「
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
関
す

る
服
務
の
取
扱
い
の
変
更
」
と

し
て
、
①
在
宅
勤
務
の
拡
充
、

②
緊
急
事
態
宣
言
下
に
お
け
る

例
外
的
な
服
務
の
取
扱
い
の
２

点
に
つ
い
て
提
案
し
ま
し
た
。

　

緊
急
を
要
す
る
事
項
の
た

め
、
協
議
期
間
は
省
略
し
、
即

※３月９日時点

　

自
身
が
感
染
し
た
と
き
や
保
健
所
に
よ
り
濃
厚
接
触
者
と
さ
れ
た

と
き
に
は
、
保
健
所
か
ら
の
調
査
や
指
示
に
従
っ
て
く
だ
さ
い
。

Q

職
員
自
身
が
感
染
し
た
ら
？

Q
感
染
の
お
そ
れ
が
あ
り
、

検
疫
法
に
基
づ
き
停
留
さ
れ
た
場
合
は
？

Q
職
員
の
家
族
等
が
感
染
し
、

職
員
が
感
染
の
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
は
？

Q
職
員
、ま
た
は
そ
の
親
族
に
発
熱
等
の

風
邪
症
状
が
見
ら
れ
る
場
合
は
？

Q
発
熱
等
の
風
邪
症
状
と
は
、

具
体
的
に
は
？

Q
学
校
等
が
臨
時
休
業
等
と
な
り
、

子
ど
も
の
養
育
の
た
め
仕
事
を

休
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
ら
？

Q
す
べ
て
の
非
常
勤
職
員
が
対
象
？

Q
時
差
出
勤
に
合
せ
て
開
庁
時
間
も
変
更
？

　

職
員
自
身
が
感
染
し
た
場
合
は
、
職
務
専
念
義
務
免
除
（
特
別
職

非
常
勤
職
員
は
特
別
休
暇
）
に
よ
り
対
応
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、

手
続
に
つ
い
て
は
、
職
員
自
身
が
復
帰
後
速
や
か
に
申
請
を
届
け
出
、
所
属

長
の
承
認
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

A

新型コロナで
服務の

取り扱いは？
（ＦＡＱ）

証
の
更
新
手
続
き
、
福
祉
医
療
制
度

の
更
新
手
続
き
等
、
保
健
所
や
市
町

村
窓
口
等
で
行
う
手
続
き
等
の
期
限

を
延
期
す
る
こ
と
。

　

○�

保
健
所
で
の
問
い
合
わ
せ
電
話
対

応
、
検
査
依
頼
書
の
記
入
な
ど
の
業

務
に
つ
い
て
は
、
応
援
職
員
に
よ
り

対
応
す
る
こ
と
。

感
染
拡
大
の
防
止
と

必
要
な
補
償
を

８�

．
感
染
者
の
増
加
を
防
ぐ
た
め
、
職
員

（
非
常
勤
職
員
を
含
む
）
の
短
時
間
勤

務
、
在
宅
勤
務
、
自
宅
待
機
等
を
促
進

す
る
と
と
も
に
、
服
務
に
つ
い
て
は
職

務
専
念
義
務
免
除
等
の
有
給
対
応
と
す

る
こ
と
。

　

��

短
時
間
勤
務
、
在
宅
勤
務
、
自
宅
待

機
等
は
、
学
校
休
校
に
伴
い
必
要
の
あ

る
職
員
を
優
先
す
る
と
と
も
に
、
特
定

の
職
員
に
業
務
負
担
が
集
中
す
る
こ
と

の
な
い
よ
う
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
徹
底
す

る
こ
と
。

９�

．
外
出
の
自
粛
に
よ
る
飲
食
店
や
中
小

業
者
の
損
失
補
填
や
民
間
の
介
護
・
福

祉
事
業
所
や
医
療
機
関
へ
の
支
援
策
を

国
に
要
請
す
る
と
と
も
に
、
府
独
自
の

緊
急
支
援
を
直
ち
に
行
う
こ
と
。

府
立
病
院
機
構
と

大
阪
健
康
安
全
基
盤

研
究
所
を
府
直
営
に

10�

．
府
立
病
院
、
大
阪
健
康
安
全
基
盤
研

究
所
へ
の
人
的
支
援
、
予
算
措
置
を
行

う
こ
と
。

　

�　
ま
た
、
今
後
も
感
染
症
の
流
行
等
の

健
康
危
機
に
迅
速
か
つ
一
体
で
取
り
組

む
た
め
、
府
立
病
院
と
大
阪
健
康
安
全

基
盤
研
究
所
を
府
直
営
に
戻
す
と
い
う

方
向
性
を
明
確
に
す
る
こ
と
。

「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
に
関
す
る
服
務

の
取
扱
い
の
変
更
に
つ

い
て
」を
提
案

大阪府

日
実
施
す
る
と
し
て
い
ま
す
。

府
職
労
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
の
感
染
拡
大
防
止
と
府
民

の
い
の
ち
と
健
康
を
守
る
た
め

に
全
力
を
尽
く
す
立
場
か
ら
、

提
案
に
つ
い
て
了
解
す
る
と
と

も
に
、
職
員
の
健
康
や
安
全
の

確
保
に
万
全
を
期
す
よ
う
求
め

ま
し
た
。

　

検
疫
所
長
か
ら
、
検
疫
法
に
基
づ
き
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
に
感
染
し
た
お
そ
れ
が
あ
る
と
し
て
停
留
さ
れ
た
場
合
に
つ
い
て

は
、
職
務
命
令
と
し
て
必
要
と
認
め
る
期
間
又
は
時
間
を
職
務
専
念
義
務
免

除
（
特
別
職
非
常
勤
職
員
は
特
別
休
暇
）
に
よ
り
対
応
し
て
く
だ
さ
い
。
な

お
、
手
続
に
つ
い
て
は
、
職
員
自
身
が
復
帰
後
速
や
か
に
申
請
を
届
け
出
、

停
留
期
間
が
記
載
さ
れ
た
停
留
決
定
の
写
し
を
提
出
し
、
所
属
長
の
承
認
を

受
け
て
く
だ
さ
い
。

A
　

職
員
が
保
健
所
（
帰
国
者
・
接
触
者
相
談
セ
ン
タ
ー
）
等
か
ら
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
感
染
し
た
お
そ
れ
の
あ
る
者
と
し

て
、
当
該
者
の
居
宅
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
場
所
か
ら
外
出
し
な
い
こ
と
を

求
め
ら
れ
た
場
合
及
び
当
該
感
染
症
の
感
染
の
防
止
に
必
要
な
協
力
を
求
め

ら
れ
た
場
合
に
つ
い
て
は
、
職
務
命
令
と
し
て
、
外
出
自
粛
等
要
請
を
受
け

た
期
間
又
は
時
間
を
職
務
専
念
義
務
免
除
（
特
別
職
非
常
勤
職
員
は
特
別
休

暇
）
に
よ
り
対
応
し
、
出
勤
を
見
合
わ
せ
る
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。
な

お
、
手
続
に
つ
い
て
は
、
職
員
自
身
が
復
帰
後
速
や
か
に
申
請
を
届
け
出
、

所
属
長
の
承
認
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

A
　

職
員
、
ま
た
は
そ
の
親
族
に
発
熱
等
の
風
邪
症
状
が
見
ら
れ
る
こ

と
か
ら
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
の
基
本
方
針
等
を
踏

ま
え
、
勤
務
し
な
い
こ
と
が
や
む
を
得
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
つ
い
て

は
、
症
状
が
改
善
さ
れ
る
ま
で
、
必
要
と
認
め
る
期
間
、
ま
た
は
時
間
を
、

職
務
専
念
義
務
免
除
（
特
別
職
非
常
勤
職
員
は
特
別
休
暇
）
に
よ
り
対
応

し
、
出
勤
を
見
合
わ
せ
る
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
手
続
に
つ
い
て

は
、
職
員
自
身
が
出
勤
後
速
や
か
に
申
請
を
届
け
出
、
所
属
長
の
承
認
を
受

け
て
く
だ
さ
い
。

※�

親
族
と
は
民
法
上
の
親
族
（
六
親
等
内
の
血
族
、
配
偶
者
及
び
三
親
等
内

の
姻
族
）
を
指
し
ま
す
。

A
　

発
熱
等
の
風
邪
の
症
状
と
は
、
基
本
方
針
に
あ
る
一
般
的
な
風
邪

の
症
状
を
指
し
、
具
体
的
な
要
件
は
あ
り
ま
せ
ん
。

A
　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
に
伴
う
小
学
校
、
中
学
校
、

高
等
学
校
、
特
別
支
援
学
校
等
（
※
１
）
の
臨
時
休
業
そ
の
他
の
事

情
（
※
２
）
に
よ
り
、
子
の
世
話
を
行
う
職
員
が
、
当
該
世
話
を
行
う
た
め

勤
務
し
な
い
こ
と
が
や
む
を
得
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
当

該
臨
時
休
業
の
期
間
を
職
務
専
念
義
務
免
除
（
特
別
職
非
常
勤
職
員
は
特
別

休
暇
）
に
よ
り
対
応
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
手
続
に
つ
い
て
は
、
職
員
自

身
が
申
請
を
届
け
出
、
臨
時
に
休
業
に
な
っ
た
期
間
等
が
記
載
さ
れ
た
文
書

の
写
し
を
提
出
し
、
所
属
長
の
承
認
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

※�

１
「
等
」
に
は
、
義
務
教
育
学
校
の
前
期
課
程
及
び
後
期
課
程
、
中
等
教

育
学
校
の
前
期
課
程
及
び
後
期
課
程
が
含
ま
れ
ま
す
。

※�

２
「
そ
の
他
の
事
情
」
は
、
保
育
園
や
幼
稚
園
の
臨
時
休
園
な
ど
を
想
定

し
て
い
ま
す
。

A
　

本
Ｆ
Ａ
Ｑ
掲
載
の
職
務
専
念
義
務
免
除
や
特
別
休
暇
は
、
勤
務
時

間
等
に
か
か
わ
ら
ず
全
て
の
非
常
勤
職
員
が
対
象
と
な
り
ま
す
。

A
　

新
た
な
時
差
勤
務
を
追
加
す
る
も
の
で
あ
り
、
勤
務
時
間
（
執
務

時
間
）
は
変
更
し
ま
せ
ん
。

A

①�

在
宅
勤
務
の
拡
充
で
は
、
こ
の
間
、
本
庁
勤
務
の
職
員
を
対

象
に
実
施
し
て
い
た
試
行
実
施
を
出
先
機
関
も
含
め
た
全
職

員
対
象
と
し
、
私
物
の
端
末
機
（
パ
ソ
コ
ン
）
も
使
用
可
能

と
し
て
い
ま
す
。
在
宅
勤
務
に
必
要
な
デ
ー
タ
及
び
紙
資
料

等
な
ど
は
あ
ら
か
じ
め
所
属
長
の
許
可
を
得
た
上
で
、
私
物

の
端
末
機
に
送
信
、
ま
た
は
持
ち
帰
る
こ
と
が
で
き
る
（
個

人
情
報
や
機
密
情
報
を
含
む
デ
ー
タ
は
送
信
し
な
い
）
と
し

て
い
ま
す
。
ま
た
、
私
物
の
端
末
機
を
利
用
す
る
際
は
、
ウ

イ
ル
ス
対
策
な
ど
の
利
用
条
件
を
満
た
す
も
の
と
し
、
同
意

書
を
所
属
長
に
提
出
す
る
と
し
て
い
ま
す
。

②�

緊
急
事
態
宣
言
下
に
お
け
る
例
外
的
な
服
務
の
取
扱
い
で

は
、
緊
急
事
態
宣
言
が
発
せ
ら
れ
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

対
策
を
強
化
す
る
業
務
執
行
体
制
を
確
保
す
る
中
で
、
所
属

長
等
か
ら
自
宅
待
機
を
命
じ
ら
れ
た
場
合
は
、
職
務
専
念
義

務
免
除
（
特
別
職
非
常
勤
職
員
は
有
給
の
特
別
休
暇
）
に
よ

り
対
応
す
る
と
し
て
い
ま
す
。

　

�　
な
お
、
３
月
１
日
よ
り
実
施
し
て
い
る
職
務
専
念
義
務
免

除
の
取
扱
い
に
変
更
は
あ
り
ま
せ
ん
。


